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・定款作成 ３３，０００円 

・電子定款認証 １１，０００円  

その他 設立サポート 要相談 

（法定費用別途有） 

会社設立 

行政書士分野 企業様向け単発契約（都度報酬制） 

・公正証書遺言書作成サポート基本報酬 

  １１０，０００円～ 

・自筆証書遺言書作成サポート基本報酬 

  ６６，０００円～  

相談コンサルティングも含みます。 

遺言業務 

・建設業許可申請 

・飲食業許可申請 

・車庫証明  

 その他各種許可申請業務 

 

※詳しくは別途見積もりしますので、ご相

談ください。 

各種申請手続き代行 

お困りのことがございましたらお気軽にご

相談ください。  

  初回相談 ３０分無料 

  ３０分以降 １時間３，３００円  

受任できるものがあれば、対応させていた

だきます。（報酬は別途協議、その場合の

相談料は無料です。） 

  

その他(企業様、個人様共通） 

行政書士分野 個人様向け単発契約（都度報酬制） 

上 級 相 続 診 断 士Ⓡに よ る 

相続コンサルティング 

  １回５，５００円（６０分） 

以降、必要に応じて、サポートできる内容

を別途協議します。 

相続業務 

現在、顧問契約以外の事業所様は原則対応し

ておりません。ただし、厚生労働省管轄の助

成金に関しての相談は可能です。費用をかけ

ず自社でできるようアドバイスします。 

なお、労務管理、勤怠管理、給与計算などの

クラウドシステムの導入に関するＩＴ補助金

を利用できる場合があります。別途お問い合

わせください。その他補助金は専門行政書士

を紹介可能です。 

助成金、補助金関係 


